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認定調査とっきクン通信（Ｈ２４第３号）    

（Ｈ２４年度は特記、記載時のポイント・キーワードに重点を置き発行いたします） 

 

 

 

 

２－１０ 

ケシコちゃんの特記 

●両手にリュウマチの痛みがあるため、夫に衣服を用意してもらい、全介助され

ている。 

選択肢＊全介助＊ 

 

 

              

 

ポイント 

＊ 概ね過去 1週間の状況で、より頻回に見られる状況や日頃の状況で選択する。 

＊ 時候にあった衣服の選択、衣服の準備、手渡し等、着脱までの行為は含まない。 

＊ 着脱の一連の行為の一部に、どんな介助がされているか。必ず聞いて特記にか

く。 （通常、上肢にマヒがない、認知症がないようであれば、協力動作はで

きると思われるので必ず聞いて下さい）       

 

 

 

●両手にリュウマチの痛みがあるため、夫に衣服を用意してもらい、ボタンと背

中の整えを介助してもらう。しかし、服を構えてもらえば、袖を通す協力動作は

できる。 

選択肢＊一部介助＊ 

 

 

 

 

 

この内容で何がいけな

いのかなあ？ 

もう一度下のポイントを確認

してね。 

衣服の準備は、着脱

の行為にははいらな

いんだね。確認した

ら本人が袖を通すこ

とはできるから一部

介助になるんだね。 

そうだね。全介助といって

も、本人に何ができるか必

ず確認することが、大切だ

ね。 
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平成 3１年１月４日 

認定調査とっきクン通信（Ｈ３０第１０号） 
（Ｈ３０年度は、「介護の手間の量」を把握できる特記につて発行いたします） 

  ケシ子ちゃんの調査  
２－１０上衣の着脱「自立」 

 

 

 

                      自立度の高い方なのかな。 

                      どのように着脱しているの。 

定義の「自立」に該当したので、 

特記は必要ないと思ったの。 

介助が行われていない理由を具体的に 

知りたいと言う事ね。 

 

            そうだね。 

            介助が行われていなくても。不適切な状況はないか。 

調査時に確認した事実を書いてほしいな。 

特記に個別の状況を書くことで、審査会で議論できるよ。 

   

実は、家族から、介助はしていないけれど手伝っていること 

はあると聞いたわ。整理し直してみるね。 

   

「自立」 

 

        

   

 

介助の方法では、介助が行われているかどうかを聞き取り、具体的な 

実際の介護の手間とその頻度を記載してください。 

「時候にあった衣類の選択」「衣服の準備」「手渡し等」着脱までの行為は含まない 

ので注意してね。一連の行為の中で本人の協力動作があるのかどうかも確認してね。 

認定調査員のみなさん、寒さに負けず今年もよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

特記②右手の震えや不随意的な動きの為、１５分程度の時間はかかるものの 

着脱は自分で行う。家族もリハビリと考え上着を手渡しし、声掛けはするが 

傍に付き添って見守る等の必要はなく介助はしていない。 

 

 

今年度は、認定審査会委員

の立場で特記を考えてみる

よ。 
特記①上着の着脱は自分で行う。 

 

 


